
2020年４月 10日 

 

各  位 

 

日本軽金属株式会社 

 

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受けての対応について 

 

新型コロナウイルスの感染症により、お亡くなりになられた方々へ謹んでお悔やみを申し上げる

とともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。 

 

日本軽金属株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡本 一郎）では新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受けて、お客様・お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様ならびに

社員とその家族の安全確保の観点から、在宅勤務や時差出勤の推奨、国内外への出張制限等の取

り組みを実施してまいりました。  

今般の日本政府による緊急事態宣言の発令を受け、改めて下記の対策の実施を決定いたしまし

たので、お知らせいたします。  

 

お客様、関係の皆様におかれましては、ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解ならびにご

協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

 

＜対象地域における原則在宅勤務の実施＞  

 

対象拠点 緊急事態宣言対象 7都府県に所在する拠点（本店、大阪支社、北九州支店） 

対策者  対象拠点に勤務する全社員 

実施期間 2020年４月８日(水)～５月６日(水) 

 

 

 

以 上   

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

日本軽金属株式会社 広報室 ＴＥＬ：０３－６８１０－７１６０ 

 

 

 


